令和８年４月　　日
地域計画（案）についての意見書
１　意見書提出者
氏　　　　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連　　絡　　先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
該　当　地　区：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利害関係の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　意見の内容








意見書を提出できるのは利害関係人のみとなります。
矢巾町役場産業観光課まで提出してください。
提出方法は郵送、持参によるものとし、ファクシミリ、インターネット及び電話での意見は受け付けません。
期限は縦覧期間満了の日までとし、郵送の場合は当日到着分まで受け付けます。
地域計画の案に対する意見以外は提出できません。
意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
